
 

 

３．良好な景観の形成に関する基本方針 

基本目標の達成に向けて、以下の基本方針を設定します。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆海岸線及び川の景観の保全と再生 

◆海中景観の保全 

◆山並みを阻害する大規模構造物への景観配慮  

◆豊かな山々に親しむことのできる環境整備

◆幹線道路を基軸とした自然景観の保全  

◆ボランティア育成への協力 

◆地区振興会を中心とした美化活動の展開 

◆市民・行政・関連団体間の連携システムづくり  

◆環境省と連携した景観の保護  
◆国立公園に隣接する地域の景観保全  

◆価値の発見と共有 

◆人材の確保と育成  

◆伝統行事を楽しむ交流の場の形成

◆四季を伝える景観情報の発信  

◆住民参加による集落点検作業の実施 

◆地域固有のたたずまいを見せる集落景観の評価

◆地域の特性に応じた制度の活用  

④集落景観維持のための仕組みづくり 

②生業に支えられた里地・里山・里海の保全と再生

③伝統文化を楽しむ場の形成 

◆景観協議会の活用推進 

◆統一感あるシンボル空間の形成  
◆質の高い公共空間整備 

◆建築物の景観コントロール 

◆民有地における緑化の推進  

◆空港・港を活用した天草らしさを印象づける情報発信 

◆空港・港周辺の環境整備 

◆花のまち角づくり  
③交通結節点の魅力づくり 

◆まち並み点検活動の実施 

◆景観協定制度の活用 

②自然と歴史が調和したまち並みづくり

④景観阻害要因に対するルールづくり 

①賑わいと活力を生み出す景観の創出 

①文化的資産の形成 

④市民やＮＰＯ団体等による自然美化活動の推進

◆景観農業振興地域整備計画の策定 

◆森林資源の利活用による健全な森づくり

◆地域に調和した水産基盤施設の整備 

風格ある都市景観を創る 

誇りある文化的景観を育む 

 

 

・市民や事業者に対する景観施策の啓発、支援  

・地域特性を生かした景観の保全と再生に向けた取り組み  
・総合的に景観行政を進めるための体制づくり  
・景観形成に関する主要施策の推進  

○市の役割として  

 
 
・自発的な景観まちづくり活動の展開  
・地域の景観形成に向けた取り組みへの協力と社会貢献  
・市が行う景観の形成に関する施策への協力  

○事業者の役割として  

 

 

・市民主体の景観まちづくり活動の展開 

・景観形成のルールづくりへの参加・協力  

・市が行う景観の形成に関する施策への協力  

○市民の役割として  

●協働による景観まちづくりの推進  

③自然を楽しむ眺望空間の確保 

①国立公園とそれに連なる地域の保全 

②海岸線及び川の景観や山並みの保全 

豊かな自然景観を守る 

市民と共に築く  
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